
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘第３ 低層配水管新設撤去工事 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長： 配水管  φ300-584. 4ｍ, φ400-0. 9ｍ 

          

撤去延長： 配水管  φ400-221. 2ｍ 

           

 

 契約変更の理由 

 

１ ． 配管計画、 配管延長の変更 

φ４ ０ ０ 新設工事が新舗装の掘削規制により 取り やめと なっ た。  

こ れに伴い、 管材・ 管工・ 管本設工が減と なる。  

 

２ ． イ ンロク 再使用の変更 

当初設計はイ ン ロク ブロッ ク 再使用であっ たが道路管理者と 協議し た結果、 現況が透水性ではないた

め透水性による復旧に変更と なっ た。  

それに伴い付帯工が増と なる。  

 

３ ． 交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について所轄警察署および地元住民と 協議し た結果、  

配置人員の増および規制車の増と なる。  

 

４ ． 夜間施工の追加 

酒造組合と 協議し た結果、 酒造用配水管の連絡工事が夜間施工と なっ た。  

また所轄警察署と 協議し た結果、 バスの通行およ び山手幹線の交通に配慮し 舗装復旧が夜間施工と な

っ た。  

こ れによ り 管工・ 管本設工・ 付帯工が増と なる。  

 

 

 

 

 

（ 公表様式第６ 号）  
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